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新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者の皆様へ

　町内の金融機関に信用保証付き融資または日本政策金融公庫の融資制度の申込みをした事業者の方に、融資が

実行されるまでの間のつなぎ融資を実施します。

　■対象者・要件
　　・最近１ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比べて５％以上減少しており、その後２ヵ月を含む売上

高が前年または前々年同期と比べて５％以上減少することが見込まれること。

　　・町税等の滞納がないこと。

　■貸付額・融資期間
　　・１事業者につき１００万円（無利子、無担保）

　　・町が貸付けた日から原則２ヵ月以内に返済

　国の雇用調整助成金の交付決定を受けた町内の事業者に対して、町が上乗せで助成します。また、雇用調整助

成金の申請を社会保険労務士に代行依頼した場合の費用の一部を助成します。

　■対象者・要件
　　・国の雇用調整助成金の交付決定を受けていること。

　　・町税等の滞納がないこと。

　■助成額
　　・雇用維持助成金・・・国の雇用調整助成金の１０分の１以内の額（上限５０万円）

　　・申請費用助成金・・・社会保険労務士に支払った報酬の２分の１の額（上限１０万円）

　売上が減少した町内の小規模事業者等に、事業継続に必要な店舗等の家賃や光熱水費などの固定費の一部を支

援します。

　■対象者・要件
　　・町内の小規模事業者または中小企業者（飲食業、旅館業、旅客業などを営む者）で、令和２年２月から５

月までのうち１ヵ月間の売上が、前年同月比の２０％以上減少していること。

　　・町税等の滞納がないこと。

　■助成額
　　・１事業者につき９万円

問　①、②…矢吹町新型コロナウイルス感染症経済対策相談窓口　☎０２４８（２１）８１１０　①、②…矢吹町新型コロナウイルス感染症経済対策相談窓口　☎０２４８（２１）８１１０
　　③　　③………………矢吹町商工会　☎矢吹町商工会　☎０２４８（０２４８（４２）４１７６４２）４１７６

　町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内の小規模事業者または中小企業者（飲食業、旅館業、旅

行業など）に対して、下記により町独自の支援を行います。

新型コロナウイルス感染症関連情報

新型コロナウイルス感染症対策資金貸付金新型コロナウイルス感染症対策資金貸付金１

新型コロナウイルス感染症事業継続支援給付金新型コロナウイルス感染症事業継続支援給付金３

新型コロナウイルス感染症対策雇用維持助成金新型コロナウイルス感染症対策雇用維持助成金２
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新型コロナウイルス感染症関連情報

特別定額給付金のお知らせ

１　給付対象者：基準日（令和２年４月２７日）において住民基本台帳に記録されている者

２　給　付　額：世帯構成員１人につき１０万円

３　受 給 権 者：住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主

４　申 請 方 法：
　　①町が郵送する申請書による書面申請
　　　町から世帯主宛てに郵送された申請書に必要事項、振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認

書類の写しとともに同封の返信用封筒にて町に郵送
　　【振込先口座の確認書類】振込先口座番号が確認できる通帳やキャッシュカードの写し
　　【本人確認書類】「運転免許証」、「マイナンバーカード」、「パスポート」等の顔写真付き書類の写しを１点
　　②マイナンバーカード（通知カードではありません）を活用したオンライン申請
　　　マイナポータル（ぴったりサービス）より電子申請

５　特別定額給付金についてよくあるお問い合わせ

お問い合わせ内容 回　　　　　　答

窓口でも給付金の申請はできるのか

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請方法は、町から
受給権者（世帯主）あてに郵送された申請書類を返送する方式（郵送申
請方式）、またはマイナポータルからマイナンバーカードを活用して電
子申請する方式（オンライン申請方式）が基本ですが、やむを得ない場
合は、下記相談窓口にお問い合わせください。

給付金の申請に、マイナンバーカー
ドは必要なのか

無くても申請できます。
郵送された申請書に必要事項を記入し、確認書類を添付のうえ申請を行
ってください。

ＤＶ被害を受けている。給付金は世
帯主と別に受け取りたい。

ＤＶ被害を受けている方については通常とは別の対応をしています。
「特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨
の申出書」及び必要書類を提出してください。

６　問い合わせ先：
　　矢吹町新型コロナウイルス感染症経済対策相談窓口
　　矢吹町文化センター小会議室
　　☎０２４８（２１）８１１０（平日９：００～１７：００）

（町民1人につき１０万円給付）

特別定額給付金とは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止による緊急事態宣言
の下、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。

市区町村や総務省などが以下を行うことは

×絶対にありません×
×　現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作をお願いすること
×　受給にあたり、手数料の振り込みを求めること
×　メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを求
　　めること
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新型コロナウイルス感染症に関する税の徴収猶予及び減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、１年間、町税の徴収
の猶予を受けることができます。なお、猶予により税が減免となるわけではありません。
　担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
●対象となる方
　以下の（１)（２）のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
　(１)　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）において事業
　　　　等に係る収入が前年同期に比べて概ね２０%以上減少していること。
　(２)　一時に納付し、または納入を行なうことが困難であること。
●対象となる町税
　令和２年２月１日から同３年１月３１日までに納期限が到来する町県民税（普通徴収・特別徴収）、法人町民
税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などの税目が対象です。
　対象となる町税であれば、既に納期限が過ぎている未納の町税（猶予中のものも含みます。）についても、
遡ってこの特例を利用することができます（徴収猶予の申請は、法律の施行から２か月間（令和２年６月３０日
まで）に限ります。）。
　〈例〉 期　　限 主な税目と期別

令和２年６月３０日

・平成３１年度固定資産税4期
・平成３１年度国民健康保険税8期
・令和２年度固定資産税1期
・令和２年度軽自動車税全期
・令和２年度町県民税（普通徴収）１期

令和２年７月３１日
・令和２年度固定資産税2期
・令和２年度国民健康保険税1期

●申請手続等
　徴収猶予については納期限までに申請してください。
　（注）法律の施行から２か月間（令和２年６月３０日まで）は納期限後であっても申請できます。
　申請書のほか、収入や現預貯金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によ
りお伺いします。
　この申請書は郵送・eLTAXによる申請ができます。矢吹町ホームページをご確認いただくか、下記まで電話
にてお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染症緊急対策として、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者（世
帯の生計を主として維持する方）が、死亡または重篤な傷病を負った場合や事業収入等の著しい減少が見込まれ
る場合は、保険料の減免の対象となることがありますので、矢吹町ホームページをご確認いただくか、下記窓口
までお問い合わせください。
●対象となる保険料
　◦国民健康保険税　◦後期高齢者医療保険料　◦介護保険料

問　矢吹町役場税務課　　矢吹町役場税務課　☎（☎（４２）２１１３４２）２１１３

新型コロナウイルス感染症関連情報

町税の徴収の猶予町税の徴収の猶予１

保険料の減免について保険料の減免について２
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令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について

令和２年４月分の児童手当の受給者（児童の年齢到達等により３月分の児童手当が支給される児童を含む）

※所得制限超過により特例給付（児童１人あたり一律月額5,000円）を受けている方は対象外となります。

※支給対象者には５月下旬に案内文書を郵送しました。（公務員の方は所属庁からの案内となります）

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給する世帯に対

し、臨時特別給付金を支給します。

令和２年６月中旬に振り込み予定です。なお、後日支払い通知を送付しますのでご確認ください。

公務員の方は申請受付後、随時支給となります。

問　子育て支援課 子育て支援係　☎（　子育て支援課 子育て支援係　☎（４２）２２３０４２）２２３０

自宅介護が困難な方ご相談下さい

新型コロナウイルス感染症関連情報

支 給 対 象 者支 給 対 象 者１

対象児童１人につき1万円

支 給 額支 給 額２

申請は不要です。児童手当登録口座へお振り込みいたします。

※公務員の方は所属庁より申請書が配布されますので、支給対象者であることの証明を受け、

　矢吹町役場子育て支援課に申請をしてください。

支 給 の 方 法支 給 の 方 法３

支 給 時 期支 給 時 期４
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“ごみ減量化”一人ひとりが活躍しています！

　「地域みんなでリサイクル」を合言葉に、地域の皆さま一人ひとりが積極的に取り組んでいる、「資源物回収ス

テーション」と「資源物回収コンテナ」の実施状況をお知らせします。

　資源物回収ステーションは、平成２７年度より白河地方広域市町村圏整備組合で取り組んでいる地域資源物回収

モデル事業を活用し４基（４行政区）、また、資源物回収コンテナは、平成２９年度より矢吹町ごみ減量化推進計

画に基づき新設された資源物回収コンテナ貸出事業を活用し２０基（２０行政区）が稼動しています。これらの取

り組みにより各家庭で出た資源ごみを常時回収することで、ごみの減量化・資源化が図られており、また、回収さ

れた資源物の売却益が行政区活動資金に大いに活用されています。一人ひとりの資源物回収活動がごみ減量化へ大

いに貢献しています。

　この他にも、町では資源物の回収量１kgあたり７円の資源回収奨励金を交付しており、上記の設置行政区のほか

に、多くの子ども育成会、スポーツ少年団等が資源回収を積極的に取り組み、活動費を確保しています。

事　業 回収量（和令元年度） 実施行政区（※令和元年度末現在）

資源物回収ステーション事業 ４８トン １区・２区・３区・５区

資源回収コンテナ事業 ２４トン
１区・２区・３区・４区・６区・田内・柿の内・
長峰・大畑・本村・平鉢・鍋内・根宿・松倉・
三城目・西原・神田・須乗本田・須乗新田・明新

≪資源物回収ステーション≫ ≪資源回収コンテナ≫

※コンテナの利用や設置、資源回収奨励交付事業への登録要件等、ご不明な点がございましたらお問合せください。

問　まちづくり推進課　環境衛生係　☎（４２）２１１２　まちづくり推進課　環境衛生係　☎（４２）２１１２

問　まちづくり推進課　環境衛生係　☎（４２）２１１２　まちづくり推進課　環境衛生係　☎（４２）２１１２

自宅や空き地等の草刈りにご協力ください
　町では、自宅や空き地等で雑草が生い茂ることによる害虫や火災の発生を防止するため、土地の

所有者の方に、適正な空き地の管理を呼びかけています。特に、雨が多く降る雨季は、草木が生育

しやすい時季となります。草木が長く生い茂る前に、草木の除草や枯れ草の処分をお願いします。

ただし、枯れ草等は絶対に燃やしたりせず、指定の燃えるごみに入れてごみ集積所に出してくださ

い。

　また、良好な生活環境の保持のため、時季問わず、定期的な土地の適正管理にご協力ろよしくお

願いします。
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令和２年度
矢吹町区長会の役員が決まりました

　令和２年度矢吹町区長会総会（書面による表決）によ

り、矢吹町区長会の新役員が決まりました。

　会長には遠藤大さん（５区総区長）、副会長に芳賀光

男さん（１区総区長）、長田勇吉さん（五本松区長）、

藤井隆治さん（神田区長）、その他１１名の役員により、

令和２年度の区長会運営を行います。

　今年度も区長会による様々な地域活動が期待されます。

■令和２年度矢吹町区長会役員名簿 （敬称略）

問　まちづくり推進課　協働推進係　　まちづくり推進課　協働推進係　☎（☎（４２）２１１２４２）２１１２

役　職　名 氏　　名 区　　　名

会　長（１名） 　遠　藤　　　大 　５区総区長

副会長（３名）

　芳　賀　光　男 　１区総区長

　長　田　勇　吉 　五本松区長

　藤　井　隆　治 　神田区長

会　計（１名） 　仲　西　　　勝 　１区愛宕町下区長

幹　事（７名）

　國　井　　　昇 　２区北町下区長

　菅　野　耕　一 　２区小松町区長

　梅　宮　美和子 　３区総区長

　納　谷　光　男 　５区曙区長

　郡　司　寛太郎 　６区総区長

　髙　久　三重子 　鍋内区長

　佐久間　真　一 　三城目中町区長

監　事（３名）

　角　田　克　己 　田内区長

　柏　村　　　守 　平鉢区長　

　石　森　真　二 　三城目根岸区長

書　記（１名） 　大　寺　　　誠 　事務局（まちづくり推進課）

令和２年度区長会長

遠　藤　　　大さん
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～浄化槽を設置されているご家庭の皆様へ～

浄化槽の適切な維持管理にご協力お願いします
　浄化槽は、微生物の働きを利用して、炊事や洗濯などで発生する生活排水を浄化する施設で、公共下水道、農業
集落排水と並んで、生活に欠かすことのできないものです。住みよい生活環境を守るためにも、浄化槽を適正に管
理し、微生物が活躍しやすい環境を保つよう維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、保守点検、清
掃、法定検査に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務づけられています。
●合併浄化槽設置のための支援制度があります。
　　公共下水事業及び農業集落排水事業の整備区域以外の地域において、合併浄化槽を設置する場合、その設置者
に対して予算の範囲内で補助金を交付します。詳しい内容については、お問い合わせください。
●維持管理は専門業者と委託契約を結びましょう。
　　あらかじめ専門業者と委託契約を結んでおけば、保守点検や清掃を定期的に実施してもらえるので面倒なこと
はありません。
●保守点検は県知事の登録を受けた浄化槽管理士のいる業者に委託してください。
　　主な点検内容は、浄化槽が正しく稼働しているか、機器の調整、修理、消毒剤の補給や汚泥の蓄積状況の確認
などです。
●清掃は市町村長の許可を受けた業者に委託してください。
　　浄化槽は適正に使用していても、１年程度経過すると微生物が汚泥となって溜まります。
　　汚泥が溜まりすぎると機能に支障をきたし、水質の低下や悪臭の原因となりますので、年一回の清掃が必要に
なります。

指定検査機関の法定検査を受けてください。
　浄化槽管理者（使用者）は、保守点検、清掃とは別に浄化槽法の規定に基づき、設置後使用開始３カ月経過
後～５カ月の間とその翌年から年１回の法定検査が義務付けられています。

下水道の適正な使用について
　下水道（公共下水道・農業集落排水）は、私たちの暮らしを守る大切な

働きをしています。

　油をそのまま下水道へ流しますと、宅地内の排水管や下水

管が詰まったり、悪臭の原因となったり、最悪の場合、汚水

等が宅内にあふれ出すことがあります。

　油を使用する際は、以下のような処理をしっかりと行って

ください。

詰まった状態の下水道施設

　ご不明な点やお問い合わせについては、都市整備課上下水道係（☎☎４２－２１１６）までご連絡ください。

◦食器やフライパンについた油は、調理で使用したキッチンペーパー

などできれいに拭き取ってから洗ってください。

◦揚げ物の油は凝固剤を使って固めるか、新聞紙などで吸い取ってか

ら燃えるゴミとして出してください。排水口には直接油を流さない

でください。
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～６月１日から６月７日までは、第62回「水道週間」です～

飲み水を  未来につなごう  ぼくたちで

浄化された水は、現在も月２回放射性物質の検査を実施しておりますが、検出されていません。

※放射線物質モニタリング結果（令和２年４月６日）検査機関：白河地方広域市町村圏整備組合　単位　Bq/Kg

　水道は、健康で文化的な生活や経済活動を支える大切な役割を果たしています。町は、安全な水を安定して供給
することに努めています。

届け出のお願い 引越しや家屋の新築、建替、取壊しなどによる水道使用の開始・停止をするときは、届け出をしてください。

問　都市整備課　上下水道係　☎（４２）２１１６

水道事業者名 取水施設名称 検体採取場所 原水の種類 検査結果

矢 吹 町 水 道 事 業 赤沢第３水源、浄水受水 明新下地内 深井戸、浄水受水 ＮＤ（不検出）

矢 吹 町 水 道 事 業 西部第１、第２水源 田 内 地 内 深井戸 ＮＤ（不検出）

白河地方広域市町村圏整備組合 堀川ダム 芝原浄水場 表流水（ダム） ＮＤ（不検出）

　井戸水は、地表に降った雨が長い時間をかけて地中に浸透したものをくみ上げています。
地中に浸透していく過程で放射性物質を含む塵（ちり）がろ過されます。また、日数が経過
するうちに放射性物質が減少することから、井戸水には放射性物質が無いと考えられます。
西部水源の水も月２回放射性物質の検査を実施しておりますが、検出されていません。
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問　まちづくり推進課　協働推進係　☎（４２）２１１２

令和２年１０月１日に国勢調査を実施します

■国勢調査の回答方法
　令和２年国勢調査は、次の３つの回答方法のいずれかで回答します。世帯のご都合に合わせて、回答しやすい方
法を選択することができます。　
　①オンライン回答（インターネットを用いて回答）
　　　プライバシー意識の高まりなどに考慮して、記入した調査票は使わずに、インターネットのサイトへアクセ
スして回答することができます。この方法で回答していただきますと、回答内容を誰にも見られることはあり
ません。非常にオススメの回答方法です。

　　　パソコン、スマートフォン、タブレットを使って回答します。
　②ポストへ投函して回答
　　　調査票の配布については、これまでどおり調査員が配布しますが、日中、お仕事等で不在にしている世帯で
あっても調査票を円滑に提出できるように、郵送による提出ができるようになります。切手は不要ですので、
ご自宅近くの郵便ポストへご投函ください。

　③調査員へ渡して回答
　　　調査票を配布した調査員が回収のために再訪問しますので、調査員にお渡しください。封をした状態で提出
していただきますと、調査員が、封をした調査票の記入内容を確認することはありません。

■報告の義務について
　◦報告の義務があります
　　　国勢調査は、統計法に基づき実施されます。統計法に基づき報告を求められた者は、
これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならないとされています。

■情報の保護について
　◦情報は厳重に管理します
　　　調査票は、封入のまま町へ届けられ、町で開封、内容検査をして、県を経由し、独立行政法人統計センター
で集計され、所定の期間厳重に保管された後、処分されます。

　◦統計調査の目的以外に使用されません
　　　徴税・犯罪捜査など、統計調査の目的以外に調査票の情報を利用することはありません。
　◦調査員など調査に携わる者には、守秘義務があります
　　　国勢調査に従事する者には、統計法により厳格な守秘義務が課せられています。

■結果の活用について
　◦法定人口としての利用
　　　衆議院小選挙区の画定基準、都道府県・市町村議会の議員定数の基準、地方交付税の交付算定基準など。
　◦行政施策の基礎資料としての利用
　　　福祉政策、生活環境整備、防災対策等の国・地方公共団体におけるさまざま
な施策や計画策定など。

　◦学術、教育、民間など広範な分野での利用
　　　人口学、経済学等の学術研究、人口の将来推計、学校等の教育用資料、企業
での需要予測や店舗等の立地計画など。

概　要

■調査期日 令和２年１０月１日（木）　午前０時現在
※９月上旬から調査員が各世帯に伺います。

■調査の対象 国内に住んでいるすべての人（外国人を含む）

■主な調査項目 氏名、男女の別、出生の年月、世帯主との続柄、５年前の住居の所在地、就業
状態、仕事の種類、従業地または通学地、世帯員の数、住宅の種類など

■調査の流れ 総務省統計局―福島県―矢吹町―指導員―調査員―世帯
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問　都市整備課　都市計画室　☎（４２）２１１６

木造住宅耐震改修助成制度のご案内
　耐震診断により耐震基準に適合しないと判断された木造住宅の耐震改修工事費の一部を補助する制度です。

■耐震改修の申し込み
　募 集 受 付：６月１日（月）～６月３０日（火）　（平日のみ）　午前８時３０分～午後５時１５分
　募 集 定 員：１名（※先着）
　必 要 書 類：①木造住宅耐震改修促進事業補助金交付申請書（第１号様式）
　　　　　　　②同意書（第２号様式）
　　　　　　　③収支予算書（第３号様式）
　　　　　　　　（※第１，２，３号様式はＨＰからダウンロードもしくは都市整備課にあります。）
　　　　　　　④耐震診断の結果報告書の写し
　　　　　　　⑤耐震改修工事施工計画に関する書類
　　　　　　　　・現況及び耐震改修施工後の案内図
　　　　　　　　・補強計画図その他の耐震改修工事の方法を示す図書
　　　　　　　　・耐震改修工事施工後の耐震診断の総合評価書（建築士の記名押印のあるもの。）
　　　　　　　⑥補助対象経費その他経費が分かる耐震改修工事費の見積書
　　　　　　　⑦登記事項証明書
　　　　　　　⑧住民票（所有者の抄本）
　　（注意）　◦設計及び工事監理は、建築士の資格を有する方が行ってください。
　　　　　　　◦耐震改修工事に関連しない工事費用は補助の対象外となりますので、同時に工事を行う場合は、
　　　　　　　　見積書の金額を分けて作成してください。
　　　　　　　◦耐震改修工事は、令和３年１月末までに完了してください。

補助の対象となる工事 補助金の額
(工事費用の２分の１に相当する金額)

一般耐震改修工事 上部構造評価が１.０未満の住宅を
１.０以上に改修する工事 上限１００万円

簡易耐震改修工事 上部構造評価が０.７未満の住宅を
１.０未満に改修する工事 上限　６０万円

部分耐震改修工事
上部構造評価が０.７未満の住宅を地震時
の倒壊から所有者の命を守るため、部分
的に居室を改修する工事

上限　６０万円

　木造住宅の所有者で耐震診断を希望される方に、木造住宅耐震診断者を派遣する制度です。
■対象となる木造住宅（次のすべてに該当する住宅）
　１　所有者が自ら住居する住宅（所有者は町税等の滞納がないこと）
　２　昭和５６年５月３１日以前に着工された一戸建て木造住宅
　３　在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法による木造３階建て以下の住宅
　４　過去に耐震診断を受けていない住宅
■耐震診断の申し込み
　募集受付　６月１日（月）～６月３０日（火）（平日のみ）　午前８時３０分～午後５時１５分
　募集定員　１名（※先着）
　必要書類　①木造住宅耐震診断者派遣申込書（ＨＰからダウンロードもしくは都市整備課にございます）
　　　　　　②付近の見取図　③各階平面図　④着工時期が確認できる資料（建築確認通知書の写し又は登記
　　　　　　簿本の写し）　⑤町税納税証明書　⑥住民票（所有者の抄本）
■耐震診断の費用負担
　個人負担　１５‚０００円程度（診断費用の消費税相当額）
　※診断の結果、耐震基準に適合しない場合、次年度に耐震改修工事が可能です。

●木造住宅耐震診断者派遣制度のご案内●
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矢吹町複合施設建設工事について
本町地内に建設中の「矢吹町複合施設」について、工事の進捗をお知らせいたします。

５月は主に、壁・天井仕上げ等、内部の工事を進めました。
　　☆５月２０日現在進捗率：８１.５％（計画８２.０％）
６月からは、家具・書架や外構工事を進めます。
令和２年１０月の開館に向けて、順調に工事を進めております。

▲外部足場の一部が解体完了しました ▲南側上部軒天

問　都市整備課　都市計画室　☎（４２）２１１６

問　保健福祉課　福祉係　☎（４４）２３００

　今年、ダイヤモンド婚（結婚６０年）または金婚（結婚５０年）を迎えられるご夫婦には、町が主催する「敬老

会」の席上で表彰状と記念品が贈られることになっています。

　対象となるご夫婦及び申込方法は、次のとおりとなりますので、該当される方は忘れずに申し込んでください。　

　なお、お申し込みは「自己申告」となります。町から結婚年月日の確認及びお知らせはいたしませんので、ご注

意ください。

●対象者
　①  ダイヤモンド婚…昭和３５年１月１日から１２月３１日に結婚されたご夫婦

　②  金　　　　　婚…昭和４５年１月１日から１２月３１日に結婚されたご夫婦

　③  対象年より以前に結婚され、表彰を受けられていないご夫婦

●申込方法
　保健福祉課へ令和２年７月１７日（金）までにお申し込みください。（お電話での申し込みも可能です。）

　　「ダイヤモンド婚」「金婚」の
　　　　申し込み忘れはありませんか？
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問　子育て支援課 子育て支援係　☎（４２）２２３０

問　企画総務課　総務係　☎（４２）２１１７

問　白河年金事務所　　　　☎（２７）４１６１
　　保健福祉課国保年金係　☎（４４）２３００

児童手当現況届を忘れずに

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

（令和３年４月１日採用）
令和3年度職員採用試験延期のお知らせ

　児童手当を受給している方は、毎年６月に現況届の提出が必要です。
　この届は、６月以降も引き続き受給条件を満たしているかどうか確認するもので、すべての受給者の方に提出し
ていただくものです。現況届を提出しないと受給資格がなくなり、６月分以降の児童手当を受けられなくなること
がありますので、必ず提出してください。
　現況届用紙は、６月上旬に児童手当受給者の方へ郵送します。

●提出方法
　同封されている返信用封筒で、郵送により提出してください。
●提出期限 
　６月３０日（火）必着

　令和２年４月分から令和３年３月分までの国民年金保険料は、月額１６,５４０円です。保険料は、日本年金機構
から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納めることができます。
　また、クレジットカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、そして便利でお得な口座振替もあり
ます。
　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電話、文書、訪問により
早期に納めていただくよう案内をおこなっています。
　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納
付が無い場合は、延滞金が課されるだけではなく、納付義務のある方（※）の財産を差し押さ
えることがありますので、早目の納付をお願いします。
　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予される制度があります
ので、年金事務所または役場国民年金窓口へご相談ください。
※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主です。

　矢吹町では、令和3年度矢吹町職員採用候補者試験（行政職  大学卒程度）を実施する予定でおりますが、新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため、試験実施を延期することといたします。
　なお、今後の試験日程等が決定しましたら、広報及び町ホームページ等でお知らせいたします。
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マスク・除菌剤の寄贈マスク・除菌剤の寄贈
ありがとうございましたありがとうございました

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、全国的に不足しているマスクについて、企
業や個人の方々より「教育や介護、また医療の現場など、必要なところへ行き渡るよ
うに」というお気遣いをいただき、マスク、除菌剤の寄贈がありました。４月９日か
ら５月２２日までに寄贈いただきました皆様をご紹介します。（敬称略）
　◦ボランティアセンター  
　◦東京やぶき会会員（渡部 竹子、熊田 三男） 
　◦㈲クマイ（石川町)　　　　　　　　 
　◦㈱平成工業、伸和建設㈱
　◦㈱近内　　◦㈲サンユーニ
　◦㈱人輝　　◦春蘭（草野  涼)　◦㈱エコ
　◦㈲山口くすりの勉強堂

問　ボランティアセンター　☎（４４）５２１０（矢吹町社会福祉協議会）

　町が社会福祉協議会へ委託している「ボランティアネットワーク事業」において、布マスク
の作製を実施します。作製した布マスクは町内の必要とされている方へ配布する予定です。
募集内容
１．布マスクの材料
　例：晒し、ミシン糸、ゴム紐等（特にゴム紐を必要としています。）
２．布マスクを作製いただけるボランティア
　条件：ミシンが使える方

布マスク作製事業

ボランティアにご協力いただける方は、ボランティアセンターまで
ご連絡をお願いします。
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　また、匿名で寄贈いただきました皆様へも
心より感謝申し上げます。寄贈いただきまし
たマスク及び除菌剤は、必要とされている施
設へ順次配布いたします。 　　町より会田病院へマスクを

　　贈呈しました。
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問　教育振興課　生涯学習係　☎（４４）４４００　教育振興課　生涯学習係　☎（４４）４４００

令和２年度 文化・スポーツ振興基金助成事業募集！
～文化・スポーツ振興基金助成事業を活用しましょう～

　町では、町民の皆様が自主的に行う「文化芸術活動」及び「スポーツ活動」の充実と発展・振興のため、「矢吹
町文化・スポーツ振興基金」を設けて、同基金による助成事業を実施しています。
　申請後に、矢吹町文化・スポーツ振興基金運営委員会において、申請内容が審議され、教育委員会の議決後に交
付決定がされます。

助成の対象者

助成の対象となる主な活動

　１　矢吹町に住所を有し活動しているもの。ただし、個人にあっては、町外在住の矢吹町出身を含みます。
　２　団体等にあたっては、次の要件を有するものとします。
　　　◦一定の規約を有すること　　◦代表者及び所在地が明らかであること
　　　・会計経理が明確であること　◦一定の活動実績があること。またその見込みがあること。

文　化　事　業 スポーツ事業
①成果発表事業（出版事業も含む）
　・町民に広く公開される事業
　・個人出版は、概ね５０ページ以上、
　　１００部以上の印刷物
　■助成率：１/２以内
　　限度額：個人５万円、団体１０万円

①各種大会出場事業
　・東北大会以上の大会に出場する個人または団体
　・学校の部活動による出場は激励金支給事業に該当す
るため対象外とします

　■助成率：定額
　　限度額：団体全国大会20万円、東北大会10万円
　　　　　　個人全国大会２万円、東北大会１万円

②出場出品事業
　・出品事業は、作品の運搬料
　■助成率：定額
　　限度額：個人1万円
　・出場する事業は、文部科学省等が主催または共催
するものの他、町教育委員会が認めるもの

　■助成率：定額
　　限度額：団体全国大会20万円、東北大会10万円
　　　　　　個人全国大会２万円、東北大会１万円

②スポーツ振興事業
　・地元開催で町または町教育委員会が後援する事業
　■助成率：１/２以内
　　限度額：団体５万円

③文化財の保護事業
　・保存、伝承、記録事業の外に、伝統文化復活事業
を含む。

　・文化財保護審議会の承認が必要
　・国、県及び町指定の文化財は対象外
　■助成率：１/２以内
　　限度額：伝統文化50万円、その他20万円

③スポーツ大会開催事業
　・単一種目大会開催事業
　・スポーツ少年団開催事業
　■助成率：１/２以内
　　限度額：団体3万円
　・地域スポーツ開催事業（自治会運動会、バレーボー
ル大会等）

　■助成率：１/２以内
　　限度額：団体２万円（同一種目）
　　　　　　団体５万円（自治会内全町民対象）

④国際文化事業
　・国際シンポジウムや国際文化講演会
　■助成率：１/２以内
　　限度額：団体50万円

④スポーツ選手強化事業
　・国民体育大会全国大会にエントリーされた選手等の
県外または国外で行われる強化事業

　■限度額：国内２万円、国外３万円
⑤民間文化施設の整備事業
　・広く町民に提供される施設等の整備費
　■助成率：基金運営委員会で決定

⑤スポーツ研修事業
　・スポーツの振興に寄与すると認める事業で、営業許
可のある業者よりバスを借り上げる場合

　■助成額：１/２以内
　　限度額：団体２万円
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矢
吹
町
店
舗
応
援
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
の
開
始
に
つ
い
て

　
矢
吹
町
商
工
会
と
町
は
、
矢
吹

飲
食
店
組
合
、
矢
吹
町
飲
食
店
同

業
組
合
の
協
力
を
得
て
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大

防
止
に
よ
る
営
業
自
粛
か
ら
営
業

再
開
を
行
な
う
町
内
店
舗
の
応
援

と
、
町
民
が
安
心
し
て
店
舗
を
利

用
し
、
経
済
活
動
、
社
会
活
動
を

促
進
す
る
た
め
「
矢
吹
町
店
舗
応

援
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
開
始
い
た

し
ま
す
。

　
当
該
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
参
加
す

る
店
舗
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大
の
防
止
策

と
し
て
、
①
「
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒

の
徹
底
す
る
こ
と
。
」
、
②
「
飛

ま
つ
感
染
防
止
対
策
を
行
う
こ

と
。
」
、
③
「
３
密
回
避
対
策
と

換
気
の
徹
底
を
行
な
う
こ
と
。
」
、

④
業
界
特
有
の
新
型
コ
ロ
ナ
対
策

等
十
分
な
感
染
防
止
対
策
に
取
組

む
こ
と
、
そ
し
て
⑤
「
お
店
独

自
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ

と
。
」
な
ど
を
条
件
に
「
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大

防
止
に
取
り
組
ん
で
い
る
店
舗
」

の
証
と
す
る
ス
テ
ッ
カ
ー
を
交
付

い
た
し
ま
す
。

介護員（正職・契約），
生活相談員、ケアマネ、 
機能訓練指導員、調理員
特別養護老人ホーム 

令和３年３月 特別養護老人ホーム開設

お問い合わせは

募募
集集

就職・転職 個別相談中 

社会福祉法人篤心会開設準備室 

スタッフ
オープニング

　
ま
た
、
店
舗
を
ご
利
用
に
な
る

町
民
の
皆
様
に
も
マ
ス
ク
の
着

用
や
手
指
の
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を

守
っ
て
い
た
だ
く
な
ど
、
皆
で
感

染
防
止
に
取
組
み
こ
の
難
局
を
乗

り
越
え
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す

の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

※
参
加
す
る
店
舗
及
び
サ
ー
ビ
ス

内
容
の
公
開
は
6
月
上
旬
を
予

定
し
て
お
り
ま
す
。

問
　
矢
吹
町
商
工
会

☎
（
42
）
４
１
７
６

　
（
平
日
9
：
00
～
17
：
00
）

　
相
続
登
記
の
必
要
性
・
重
要
性
を
皆
さ
ま
に
ご
理
解
い
た
だ

く
た
め
、
相
続
登
記
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
を
全
５
回
連
載
し
ま
す
。

●
第
５
回
目
（
最
終
回
）

Ｑ
　
親
か
ら
土
地
を
相
続
し
た
が
、
お
隣
と
の
境
界
が
分
か
ら

な
い
場
合
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
す
か
？

Ａ
　
最
寄
り
の
法
務
局
や
、
市
町
村
で
公
図(

地
図)

を
取
得
し

て
土
地
の
形
状
や
境
界
線
に
つ
い
て
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

も
し
、
以
前
に
測
量
（
分
筆
登
記
等
）
を
し
た
経
緯
が
あ
る

な
ら
、
法
務
局
に
地
積
測
量
図
が
備
え
付
け
て
あ
る
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
取
得
し
て
境
界
線
や
境
界
杭
等
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　
　
そ
れ
で
も
分
か
ら
な
い
場
合
は
、
最
寄
り
の
土
地
家
屋
調

査
士
に
相
談
の
上
、
「
境
界
の
復
元
測
量
」
を
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。
万
一
、
隣
接
者
と
境
界
不
明
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ

た
（
な
っ
て
い
る
）
場
合
は
、
福
島
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

に
併
設
さ
れ
て
い
る
「
境
界
紛
争
解
決
支
援
セ
ン
タ
ー
ふ
く

し
ま
」
や
法
務
局
の
「
筆
界
特
定
制
度
」
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
　

・
福
島
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

　
☎
０
２
４
（
５
３
４
）
７
８
２
９

・
福
島
地
方
法
務
局

　
☎
０
２
４
（
５
３
４
）
２
０
４
５

相
続
登
記
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

ス
テ
ッ
カ
ー
を
手
に
、
左
よ
り

角
田
町
議
会
議
長
、
蛭
田
町
長
、

太
田
商
工
会
長
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６月

企 画 総 務 課　
まちづくり推進課　　
総 合 窓 口 課　　
税 務 課　 
保 健 福 祉 課
産 業 振 興 課
都 市 整 備 課　
（ 水 道 部 門 ）　
教 育 振 興 課　　  
子 育 て 支 援 課　　
議 会 事 務 局　
地域包括支援センター　
中 央 公 民 館　
文 化 セ ン タ ー　
図 書 館　
ふるさとの森芸術村　
健 康 セ ン タ ー
（ あ ゆ り 温 泉 ）
温 水 プ ー ル

☎（42）2117
☎（42）2112
☎（42）2111
☎（42）2113 
☎（44）2300 
☎（42）2115
☎（42）2116
☎（42）2223
☎（44）4400
☎（42）2230
☎（42）2118
☎（44）5233
☎（42）2829
☎（44）4000
☎（44）3595
☎（42）4506
☎（42）2615

☎（44）5050

■問い合わせ一覧

INFORMATION

問
（
予
約
先
）

県
南
保
健
福
祉
事
務
所
　
保
健
福

祉
課
　
障
が
い
者
支
援
チ
ー
ム

☎
０
２
４
８
（
22
）
５
６
４
９

陸
上
自
衛
隊
富
士
学
校
の

�

学
生
教
育
に
つ
い
て

　
６
月
７
日
㈰
～
11
日
㈭
の
５
日

間
、
矢
吹
町
内
に
お
い
て
、
陸
上

自
衛
隊
富
士
学
校
の
学
生
に
よ
る

地
形
研
究（
地
図
と
現
況
確
認
）

の
た
め
の
教
育
訓
練
が
行
わ
れ
ま

す
。

　
期
間
中
は
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
１
台
、

普
通
乗
用
車
１
台
、
18
名
程
度
の

学
生
等
で
訓
練
と
な
り
ま
す
の
で
、

御
理
解
と
御
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
　
陸
上
自
衛
隊
富
士
学
校

　
☎
　
０
５
５
０（
75
）２
３
１
１

　
　
　
　
　
（
内
線
２
５
１
６
）

談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
借
金
の
状

況
を
お
聞
き
し
、
必
要
に
応
じ
弁

護
士
・
司
法
書
士
な
ど
の
専
門
家

に
引
継
ぎ
を
行
い
ま
す
。
秘
密
厳

守
、
相
談
無
料
で
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
内
容

・
返
済
し
き
れ
な
い
借
金
に
関
す

る
こ
と

・
貸
金
業
者
や
、
い
わ
ゆ
る
「
ヤ

ミ
金
融
」
業
者
に
関
す
る
情
報

・
不
正
に
利
用
さ
れ
て
い
る
預
貯

金
口
座
に
関
す
る
こ
と
、
な
ど
。

相
談
窓
口

　
財
務
省
福
島
財
務
事
務
所

　
理
財
課
（
福
島
市
松
木
町
13
―

２
）

受
付
時
間
　

　
月
曜
日
～
金
曜
日

�

（
祝
日
、
年
末
年
始
除
く
）

　
午
前
８
時
30
分
～
12
時

　
午
後
１
時
～
４
時
30
分

多
重
債
務
相
談
窓
口

　
　
　
　
　
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
２
４
（
５
３
３
）
０
０
６
４

心
の
健
康
相
談

　
様
々
な
心
の
悩
み
で
お
困
り
の

方
、
ま
た
は
そ
の
家
族
を
対
象
に

「
心
の
健
康
相
談
」
を
開
催
し
ま

す
。
（
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
）

日
時
　
６
月
12
日
㈮

　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
３
時

会
場
　
県
南
保
健
福
祉
事
務
所

担
当
者
　
精
神
科
医
、
保
健
師

申
込
方
法

　
面
接
相
談
（
精
神
科
医
、
保
健

師
）
は
、
予
約
制
（
電
話
等
）
で

す
。
精
神
科
医
の
面
接
相
談
は
、

保
健
師
が
事
前
に
内
容
を
伺
い
予

約
と
な
り
ま
す
。
保
健
師
の
電
話

相
談
は
、
随
時
対
応
し
ま
す
。

※
予
約
受
付
時
間
は
、
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時
15
分

　
　
　
　
　
　
　
７
月
１
日
㈬

受
験
申
込
方
法

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
よ
り
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　
国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報

ナ
ビ
（http://w

w
w
.jinji.go.jp/

saiyo/saiyo.htm
）

第
１
次
試
験
日

　
令
和
２
年
９
月
６
日
㈰

問
　
仙
台
国
税
局
　
人
事
第
二
課

試
験
研
修
係
　

☎
０
２
２
（
２
６
３
）
１
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
内
線
３
２
３
６

人
事
院
東
北
事
務
局
　

☎
０
２
２
（
２
２
１
）
２
０
２
２

多
重
債
務
・
貸
金
業
に
関
す

る
相
談
窓
口

　
財
務
省
福
島
財
務
事
務
所
で
は
、

返
済
し
き
れ
な
い
ほ
ど
の
借
金
を

抱
え
、
お
悩
み
の
方
々
か
ら
の
相

国
家
公
務
員
税
務
職
員
採
用

試
験
（
高
校
卒
業
程
度
）
の

お
知
ら
せ

　
仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の
ス

ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る

バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
税
務

職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
国
の
財
政
を
支
え
る
税
務
職
員

に
、
あ
な
た
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て

み
ま
せ
ん
か
？�

受
験
資
格

①
令
和
２
年
４
月
１
日
に
お
い
て

高
校
卒
業
後
３
年
を
経
過
し
て

い
な
い
者
及
び
令
和
３
年
３
月

ま
で
に
高
校
を
卒
業
す
る
見
込

み
の
者

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準

ず
る
と
認
め
る
者

申
込
受
付
期
間
　

　
令
和
２
年
６
月
22
日
㈪
～

募

　
　集

相

　
　談

お
知
ら
せ



広報やぶき 2020.６.１⑲

健康づくり情報板
新しい生活様式の実践例

　感染防止の３つの基本

  移動に関する感染対策　

  基本的生活様式　

  場面別生活様式　

新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言
を踏まえた新しい生活様式が発表されました。

□ 感染が流行している地域との移動は避ける。
□ 帰省や旅行は控えめにする。
□ 発症した時のため、誰とどこで会ったのかメモにする。

外出控え 換気 咳エチケット・手洗い密集・密接・密閉回避

※発熱または風邪の症状がある場合は、無理せず自宅で療養する

注意 もしも症状があるときには、直接受診せず、まずはかかりつけ医に電話で相談をしましょう。

問　保健福祉課　健康増進係　☎（４４）２３００　保健福祉課　健康増進係　☎（４４）２３００

①身体的距離の確保 ②マスクの着用（症状がなくても） ③手洗い（30秒程度かける）

⇒ 感染が疑われる方は直接「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください
　◆帰国者・接触者相談センター（福島県）　☎0120-567-747　　24時間（毎日）

⇒ 一般的なお問い合わせ先はこちら
　◆一般相談（福島県・県南保健所）　　　　☎0120-567-177　8:30～21:00（土日祝祭日は17:15まで）

●娯楽・スポーツ等
□公園はすいた時間・場所を選ぶ
□筋トレなどは、自宅で動画を活用

●冠婚葬祭など
□大人数での会食は避ける
□発熱や風邪症状がある場合は

参加しない

●買い物
□通販も利用
□1人又は少人数ですいた時間に

●食事
□持ち帰りや出前を利用
□屋外空間で気持ちよく
□大皿は避けて、料理は個々に
□対面ではなく横並びで座ろう

広報やぶき 2020.６.１ ⑱

診療日 小　児　科 電話番号 内　　　科 電話番号 歯　　科 電話番号

　７日㈰ みうら小児クリニック 28－1001 白河市表郷クリニック 32－2316 五 十 嵐 歯 科 医 院 23－3473

１４日㈰ 関 医 院 23－3003 田 口 医 院 24－1111 国 馬 歯 科 医 院 45－2781

２１日㈰ わたなべ子どもクリニック 21－2166 ありがクリニック 21－1311 和 田 歯 科 医 院 44－4180

２８日㈰ ねもとキッズクリニック 21－5623 いがらし内科クリニック 21－9111 内藤歯科クリニック 22－7252

7月5日㈰ 樋口小児クリニック 42－2040 大 髙 整 形 外 科 23－9988 国 井 歯 科 医 院 46－2558

６月の休日救急医療当番医表
（白河医師会）

診療時間…午前９時～午後５時（小児科・内科・歯科）

食品衛生法に規定する基準値
セシウム
134．137
合計値

区分 平成24年４月～
飲料水 10ベクレル

一般食品 100ベクレル

　測定は予約制となっておりますので、事前に申し込みをしてください。（☎29－8741）なお、測定できるものは
一般流通物を除く、農産物・井戸水・農業用培土等で、測定には１㎏、（きのこに限り500ｇ）からの検体が必要です｡

矢吹町放射能測定センターで測定しました町内農産物等の放射性物質の検査結果は次のとおりです。

下記について、検出限界値を超える農産物等はありませんでした。

（検査日：令和2年4月1日～令和2年4月30日　　　　　総数：12件） 単位：ベクレル（Bq/ｋｇ）

問　　産業振興課　農政係　☎（４２）２１１５

【野菜】ネギ、レタス、ホウレンソウ
【山菜】ギョウジャニンニク、アカコゴミ、フキ

矢吹町内農産物等の放射性物質検査結果のお知らせ

種　類 検　体　名 検　体　数 検査結果 
セシウム134

検査結果 
セシウム137 検体採取地

山 菜 類 タケノコ 1 検出限界値以下 46.0 滝八幡地内
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※広報に掲載している毎月
の現住人口は、県が公表
する「福島県の推計人口」
（国勢調査を基に算出）を
転載しています。

令和２年４月１日
現在の現住人口

人　口 16,866 （－62）
　男 8,462 （－38）
　女 8,404 （－24）
世帯数 6,037 （－４）

広報やぶき 2020.６.１ ⑳

献血日…６月23日（火）
時間・会場
①午前10時～11時45分

ティエフオー株式会社福島工場
②午後１時30分～２時45分

バルサン株式会社福島工場
③午後３時30分～４時30分

株式会社天乃屋福島工場
※次回は７月21日㈫の予定です。

献 血 日 程

６月農業委員会「農地法許可申請」
受付期限及び定例会

※７月の定例会は７月15日㈬の予定です。
申請受付期限は７月１日㈬となります。

問　農業委員会事務局（産業振興課）
☎（４２）２１１５

受付期限　５月29日（金）
定 例 会　６月12日（金）

町県民税……１期分

今月の納税など

「笑気ガス」による「さわやか治療」を行っています！

入れ歯・インプラント専門医、点滴療法専門医
たまち歯科医院　院長 佐久間  弘　西白河郡矢吹町田町191-4 ☎0248-44-4889

•笑気ガスによる麻酔効果で治療の痛みや恐怖を軽減してくれます。
•インプラントのみならず、保険診療でも笑気ガスを利用した治療を

受けることが可能になりました。
•治療後の麻酔による影響が少ないため仕事も可能です。
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心配ごと相談
日時　６月９日（火）
　　　午前９時～11時30分
会場　保健福祉センター相談室

☎（４４）５２１０
※事前に電話予約が必要です。
※「吉川幸男弁護士相談」も午前

９時から11時30分まで行います。
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レジ袋有料化レジ袋有料化
2020年7月１日スタート

環境問題
解決の
第一歩

レジ袋削減に
ご協力下さい

矢吹町シンボルマーク

小
お

澤
ざわ

秀
ひで

輝
き

さん
（矢吹中学校３年）

　季節の移り変わりに、花びらが散り始める様子を撮
影しました。
　工夫したところは、一本の桜の木の全体を撮ること、
また、花びらの舞うタイミングを見て撮影した点です。
　これからも季節の移り変わりを感じられる写真を撮
りたいです。
　好きな科目は「社会」で、将来の夢はスポーツ実況
をすることです。

「さくら」
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E-Mail（企画総務課）kikakusoumu@town.yabuki.fukushima.jp

　プラスチックは、非常に便利な素材です。成形しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高いため、製品の軽量化や

食品ロスの削減など、あらゆる分野で私たちの生活に貢献しています。一方で、廃棄物・資源制約、海洋プラ
スチックごみ、地球温暖化などの課題もあります。私たちは、プラスチックの過剰な使用を抑制し、賢く利用

していく必要があります。

　このような状況を踏まえ、令和２年７月１日より、全国でプラスチック製買物袋、いわゆるレジ袋の有料化
を行うこととなりました。これは、普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することで、それが本当に必要

かを考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的としています。

　皆さんも、レジ袋有料化をきっかけに自身のライフスタイルを見つめ直し、エコ

バッグを持ち歩く等、できるところからプラスチックを賢く使う工夫をしてみま
しょう。

【レジ袋有料化に関する問合せ先】

制度概要などの
詳細はこちら




